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船舶インシデント調査報告書 

 

                             令和元年１０月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年１２月２２日 ０７時００分ごろ 

発生場所 石川県輪島
わ じ ま

市猿山
さるやま

岬西北西方沖 

 猿山岬灯台から真方位２９８°１２３.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°１５.０′ 東経１３４°２５.０′） 

インシデントの概要  漁船第六十八栄
えい

成
せい

丸は、北西進中、主機の運転ができなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３１年３月１２日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第六十八栄成丸、１７７トン 

１３３２１５、個人所有 

４２.７０ｍ×７.００ｍ×３.１２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、平成６年５月 

４サイクル、回転数毎分６１０、６気筒、ボア２８０mm、使用燃料

Ａ重油、昭和５３年２月機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

五級海技士（航海）（旧就業範囲） 

免 許 年 月 日 昭和５４年４月２７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年１２月４日 

免状有効期間満了日 令和３年１月２７日 

機関長 男性 ６４歳 

四級海技士（機関）（機関限定） 

免 許 年 月 日 昭和５０年４月１１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年３月２４日 

免状有効期間満了日 令和２年４月５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ４、視界 不良 

海象：波向 北、波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか７人（日本国籍３人、インドネシア共

和国籍４人）が乗り組み、石川県能登
の と

半島北北西方沖の漁場で一本釣
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り漁の操業を行っていた。 

本船は、機関長が漁場を移動する目的で主機を始動し、主機を回転

数毎分（rpm）約６００として北西進を始めて約１０分後、平成３０

年１２月２２日０７時００分ごろ、突然、主機が音響を伴う過回転運

転となって停止した。 

船長は、本インシデント発生時、航海当直及び魚群探索を行ってお

り、船尾方より大きな異音を聞いた後、機関長から主機が使えなくな

ったとの報告を受け、１２時００分ごろ船舶所有者に本インシデント

の発生を連絡した。 

機関長は、機関整備業者に連絡を取りながら主機の点検を進めた

が、故障している箇所が分からなかったので、主機の始動を諦めて船

長に主機が復旧できない旨を報告し、２３時０８分ごろ船長が１１８

番通報を行った。 

本船は、２３日１４時００分ごろ来援した巡視船によりえい
．．

航が開

始され、２５日０７時３０分ごろ石川県珠洲
す ず

市長手
な が て

埼沖で僚船等にえ
．

い
．
航が引き継がれ、１０時００分ごろ石川県能登町の定係地に到着

し、漁獲物を陸揚げした後に修理岸壁に係留された。 

機関整備会社は、本船の係留中に主機の修理を行い、主機が過回転

を起こした理由の一つとしてガバナ（調速機）の不調と考え、専門業

者に送って整備を行った。 

機関整備会社は、主機の過回転発生後、主機が始動できなかった理

由が、主機の過回転に起因して吸気弁、排気弁等が破損したことによ

るものであったことを、機関長及び船舶所有者に説明した。 

船舶所有者は、機関整備会社が提出したガバナ修理結果表により、

ガバナの内部に封入してある作動油の経年使用による劣化（潤滑油の

粘度上昇）が原因で、内部機構が作動不良を起こして制御不能となっ

たことが分かった。 

本船は、主機のガバナを整備し、主機の全てのシリンダの排気弁及

び吸気弁、全ての連接棒ボルト、その他の破損部品等を交換し、主機

を復旧した。 

（付図１ インシデント発生場所概略図、付図２ ガバナの作動状況

及び作動油の劣化に起因する作動不良 参照） 

 その他の事項 本船は、主機が、過給機付ディーゼル機関で、機関室の中央付近に

搭載されており、月平均の運転時間が約１８０時間であった。また、

本船は、毎年６月ごろから翌年１月にかけて出漁しており、主機の推

定運転時間は１年当たり約１,２００時間であった。 

本船は、主機にガバナが１台装備されており、取扱説明書にはガバ

ナの内部に封入されている作動油の交換を約３,０００時間ごと、又

は約６か月ごとに一度行うように記載されていた。 

本船は、船橋から主機回転数の調整及び前後進の切換え操作が可能
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であり、それらの操作には空気式遠隔操縦装置が使用されていた。                      

機関製造会社担当者は、本船の主機故障の原因として、ガバナ作動

油の劣化によるもののほかに、空気式遠隔操縦装置の部品の一つであ

る主機回転数調整用制御弁（船橋にある主機操縦ハンドルに付属して

いるガバナへの信号圧力を調整する制御器）等に突発的な不具合が発

生した可能性があると考えた。（図１参照） 

 

図１ 空気式遠隔操縦装置系統図（参考） 

本船は、平成３０年３月に定期検査を受検し、空気式遠隔操縦装置

の点検整備を行ったが、主機ガバナの作動油を交換した記録がなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

なし 

本船は、猿山岬西北西方沖を北西進中、主機のガバナが定期的に整

備されていない状況下、ガバナが不調となって主機に過回転が生じた

ことから、吸気弁、排気弁等が破損して主機の運転ができなくなり、

運航不能となったものと推定される。 

主機は、ガバナ作動油が劣化してガバナの油回路に障害が発生し、

又は空気式遠隔操縦装置に不具合が発生したことから、ガバナに作動

不良が生じて回転数の制御ができなくなり、過回転が生じた可能性が

あると考えられるが、それらの状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

原因 本インシデントは、本船が、猿山岬西北西方沖を北西進中、主機の

ガバナが定期的に整備されていない状況下、ガバナが不調となって主

機に過回転が生じたため、吸気弁、排気弁等が破損して主機の運転が

できなくなったことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機のガバナ本体は定期的にガバナ製造会社の認定工場で開放整

備を行うこと。 

主機回転数調整用制御弁 
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・主機のガバナの内部に封入されている作動油（潤滑油）は、ガバ

ナ製造会社の指示に従って定期的に交換すること。 

・主機の空気式遠隔操縦装置は、定期的に点検整備を行い、経年劣

化した制御部品の交換、及び制御空気配管の内部に滞留した油水

を掃除（排除）することが望ましい。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

猿山岬灯台

日本海

輪島市

石川県

富山県

定係地

 

 

インシデント発生場所 

（平成３０年１２月２２日 

０７時００分ごろ発生） 
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付図２ ガバナの作動状況及び作動油の劣化に起因する作動不良 

作動油

油だめ

本ガバナ内部機構図は

主機停止動作中の状態

赤矢印は運転中の

動きを示す。

燃料ポンプ

ラックへ

応答性

調整ネジ 主機回転数

検出端

船橋からの

回転数指令

自動圧力

調整弁

パイロット

バルブ

振り子

動作比較

ピストン

パワーピストン

手動コントロール

 

（ガバナ作動油の汚損がガバナの機能に影響を及ぼす代表的な箇所） 

(1) パワーピストン、パイロットバルブ、動作比較ピストン内等の摺動部に障害 

(2) 自動圧力調整弁、応答性調整ネジ等の潤滑油流路に障害 

(3) 応答性調整ネジと動作比較ピストン間の潤滑油流路にスラッジが堆積して閉塞 

(油の劣化の簡易判定方法例 色相法 / JIS K2580) 

(1) 潤滑油カタログ等で、使用中の潤滑油が新油の場合での

色相番号（ASTM 色）をカタログ値として確認する。 

 （例；トランクピストン型ディーゼル潤滑油 => 4.5） 

(2) 使用中の潤滑油の色相を、米国試験材料協会（ASTM） 

色相チャートで比較して色相番号を確認する。 

 

（ASTM 色相チャートの一例） 

(3) (2)の色相番号が、(1)のカタログ値より 2.5 以上増加して

いれば、劣化が進んだものと判断して交換の時期を検討

する。 （例；4.5 + 2.5 = 7.0 以上で『劣化』）  
 

船橋からの 

回転数指令 

(主機ガバナの一例) 


